
北海道網走海区　定置漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

雄さけ定第１号 中島勝明ほか5名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ定第２号 古山彰一ほか6名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ定第３号 横内敏男ほか5名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年３月25日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ定第４号 横内敏男ほか5名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年３月25日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ定第５号 佐藤勝ほか9名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ定第６号 佐藤勝ほか9名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ定第７号 田中政明ほか6名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

漁場の区域



雄さけ定第８号 田中政明ほか6名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ定第１号 横内武久ほか28名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ定第２号 畑山光男ほか5名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ定第３号 畑山光男ほか5名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ定第４号 渡部等ほか2名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ定第５号 加賀繁明ほか10名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ定第６号 岡村勝也ほか2名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



興さけ定第７号 中上篤ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ定第８号 中山英樹ほか12名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ定第９号 小泉禎範ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

興小さけ定第１号 沙留漁業協同組合 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２９日から１１月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ８月２９日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月１６日から１１月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

興小さけ定第２号 沙留漁業協同組合 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２９日から１１月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ８月２９日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月１６日から１１月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ定第１号 飯田弘明ほか18名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ定第２号 飯田弘明ほか18名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



紋さけ定第３号 飯田弘明ほか18名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ定第４号 飯田弘明ほか18名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ定第５号 飯田弘明ほか18名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ定第６号 飯田弘明ほか18名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ定第７号 飯田弘明ほか18名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ７月１５日から１２月２５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、最も陸側を陸網とし、それ以外を沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ７月１５日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月２５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

紋小さけ定第１号 飯田弘明ほか18名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２９日から１１月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月２９日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月１６日から１１月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

紋小さけ定第２号 飯田弘明ほか18名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２９日から１１月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月２９日から９月２日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月３日から９月７日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月１６日から１１月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



湧さけ定第１号 湧別漁業協同組合ほ
か159名

紋別郡湧別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月７日までの間は中網を、９月４日から９月９日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

湧さけ定第２号 湧別漁業協同組合ほ
か159名

紋別郡湧別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

湧さけ定第３号 湧別漁業協同組合ほ
か159名

紋別郡湧別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月７日までの間は中網を、９月４日から９月９日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

湧さけ定第４号 湧別漁業協同組合ほ
か159名

紋別郡湧別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月７日までの間は中網を、９月４日から９月９日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

湧小さけ定第１号 湧別漁業協同組合ほ
か159名

紋別郡湧別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月３０日から１１月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月３０日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月１６日から１１月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ定第１号 杉森英一ほか41名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月７日までの間は中網を、９月４日から９月９日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

常小さけ定第１号 杉森英一ほか41名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月３０日から１１月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月３０日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １１月１６日から１１月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



常さけ定第２号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月７日までの間は中網を、９月４日から９月９日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ定第３号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月７日までの間は中網を、９月４日から９月９日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ定第４号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月８日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ定第５号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月７日までの間は中網を、９月４日から９月９日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ定第６号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月７日までの間は中網を、９月４日から９月９日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ定第７号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月７日までの間は中網を、９月４日から９月９日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ定第８号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月４日から９月７日までの間は中網を、９月４日から９月９日までの間は沖網を
敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



常小さけ定第２号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月３０日から１１月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ８月３０日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月１６日から１１月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

常小さけ定第３号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月３０日から１１月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ８月３０日から９月３日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月１６日から１１月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ定第１号 元角文雄ほか175名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ定第２号 元角文雄ほか175名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ定第３号 元角文雄ほか175名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月１０日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ定第４号 元角文雄ほか175名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ定第５号 元角文雄ほか175名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



網さけ定第６号 元角文雄ほか175名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ定第７号 元角文雄ほか175名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ定第８号 元角文雄ほか175名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

網小さけ定第１号 元角文雄ほか175名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ９月１日から１１月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（２） ９月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（３） １１月１６日から１１月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（４） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

小清さけ定第１号 元角文雄ほか175名 斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

小清さけ定第２号 元角文雄ほか175名 斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月１０日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

小清さけ定第３号 元角文雄ほか175名 斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



小清さけ定第４号 元角文雄ほか175名 斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（４） ８月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月１０日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

小清さけ定第５号 斜里日の出漁業生産
組合

斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

小清さけ定第６号 有限会社北洋共同漁
業部

斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ定第１号 豊洋水産有限会社 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ定第２号 合同会社齊藤漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ定第３号 大和漁業有限会社 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ定第４号 合同会社和田漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



斜さけ定第５号 斜里合同水産有限会
社

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ほっけ定第１号 有限会社北斗漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月６日から１１月３０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月５日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１２月１日から１２月１０日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ定第６号 斜里真鯉漁業生産組
合

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ほっけ定第２号 有限会社共営漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月６日から１１月３０日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月５日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月６日から９月９日までの間は中網を、９月６日から９月１１日までの間は沖網
を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１２月１日から１２月１０日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ほっけ定第３号 有限会社三うろこ漁業
部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月７日から１１月２５日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月６日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２６日から１２月５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ほっけ定第４号 有限会社新生漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月７日から１１月２５日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月６日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２６日から１２月５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ほっけ定第５号 有限会社今井共同漁
業部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月７日から１１月２５日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月６日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２６日から１２月５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



斜さけ・ほっけ定第６号 有限会社イタシベ漁業
部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月７日から１１月２５日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月６日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２６日から１２月５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ほっけ定第７号 有限会社協和漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月７日から１１月２５日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月６日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２６日から１２月５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ定第７号 有限会社斜里拾参号
漁業部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月６日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） １１月２６日から１２月５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ定第８号 有限会社睦漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月６日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） １１月２６日から１２月５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ほっけ定第８号 知床漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月７日から１１月２５日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月６日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２６日から１２月５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ほっけ定第９号 斜里漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月７日から１１月２５日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月６日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２６日から１２月５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ定第９号 アウンモイ漁業有限会
社

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月６日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） １１月２６日から１２月５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



斜さけ・ほっけ定第１０号 有限会社貮拾参号漁
業部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（３） ９月７日から１１月２５日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月６日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１１日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２６日から１２月５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ほっけ定第１１号
部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月７日から１１月２５日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月６日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２６日から１２月５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ほっけ定第１２号 有限会社豊慶漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月７日から１１月２５日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月６日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２６日から１２月５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ定第１０号 ホロモイ漁業生産組合
ほか1名

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ６月１日から１２月５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） 敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１以内に敷設しなければなりません。
（４） ６月１日から９月６日までの間は、網を敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） １１月２６日から１２月５日までの間は、漁獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ほっけ定第１３号 オコツク漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ほっけ定置漁業 ４月２５日から１２月５
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月７日から１１月２５日までの間に敷設する陸網は、枠長の陸側から２分の１
以内に敷設しなければなりません。
（４） ４月２５日から４月３０日までの間及び８月１１日から９月６日までの間は、網を
敷設してはなりません。
（５） ９月７日から９月１０日までの間は中網を、９月７日から９月１２日までの間は沖
網を敷設してはなりません。
（６） ８月１日から８月１０日までの間及び１１月２６日から１２月５日までの間は、漁
獲してはなりません。
（７） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

能さけ定第１号 石館正也ほか31名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ９月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（４） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（５） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

能さけ定第２号 石館正也ほか31名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ９月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（４） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（５） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



能さけ定第３号 石館正也ほか31名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ９月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（４） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（５） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

能さけ定第４号 石館正也ほか31名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ９月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（４） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（５） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

能さけ定第５号 石館正也ほか31名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ９月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（４） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（５） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

能さけ定第６号 石館正也ほか31名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ９月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（４） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（５） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

能さけ定第７号 石館正也ほか31名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ９月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（４） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（５） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

能さけ定第８号 石館正也ほか31名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ９月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（４） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（５） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

能さけ定第９号 石館正也ほか31名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ９月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（４） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（５） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



能さけ定第１０号 石館正也ほか31名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ９月１日から１２月１０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（２） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、中網、沖網とします。
（３） ９月１日から９月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（４） １２月１日から１２月１０日までの間は、漁獲してはなりません。
（５） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第１号 中島勝明ほか5名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第２号 前田章一ほか1名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第３号 古山彰一ほか6名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第４号 横内敏男ほか5名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年３月25日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第５号 工藤勝ほか6名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第６号 佐藤秀一ほか4名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第７号 片川孝典ほか5名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第８号 伊勢隆ほか4名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第９号 花田正壽ほか3名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第１０号 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第１１号 國田信治ほか3名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第１２号 田中政明ほか6名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第１３号 佐藤祐司ほか3名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

雄さけ・ます定第１４号 竹田幸弘ほか3名 紋別郡雄武町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ・ます定第１号 森山茂ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ・ます定第２号 坂本邦洋ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ・ます定第３号 鎌田幸次ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ・ます定第４号 松本由勝ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ・ます定第５号 馬場義則ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。



興さけ・ます定第６号 小田桐伸ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ・ます定第７号 坂本亨憲ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ・ます定第８号 小野トシ子ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ・ます定第９号 横田恒視ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ・ます定第１０号 野谷周一ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ・ます定第１１号 清水畑孝ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ・ます定第１２号 加賀谷一則ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

興さけ・ます定第１３号 後藤千鳥ほか1名 紋別郡興部町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ・ます定第１号 角野雅俊ほか1名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ・ます定第２号 佐々木俊一ほか2名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ・ます定第３号 山崎諭ほか1名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ・ます定第４号 山田真士ほか1名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ・ます定第５号 富樫正信ほか1名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ・ます定第６号 阿部卓ほか1名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ・ます定第７号 能登谷勲ほか1名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ・ます定第８号 畠山茂ほか2名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ・ます定第９号 渡場靖憲ほか1名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ・ます定第１０号 高橋良和ほか1名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ・ます定第１１号 松本昌則ほか2名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

紋さけ・ます定第１２号 山口智久ほか1名 紋別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１８日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１６日から９月１８日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

湧さけ・ます定第１号 播摩明人ほか20名 紋別郡湧別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。



湧さけ・ます定第２号 播摩明人ほか20名 紋別郡湧別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

湧さけ・ます定第３号 播摩明人ほか20名 紋別郡湧別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

湧さけ・ます定第４号 播摩明人ほか20名 紋別郡湧別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

湧さけ・ます定第５号 播摩明人ほか20名 紋別郡湧別町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第１号 赤沼秀洋ほか2名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第２号 加藤武夫ほか1名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第３号 船木桂輔ほか1名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第４号 井田勝人ほか1名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第５号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第６号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第７号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第８号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第９号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月６日ま
で

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月４日から９月６日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第１０号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第１１号 小林英敏 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第１２号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第１３号 川口裕次 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第１４号 湊基一 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第１５号 中島陵裕 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１５日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月１３日から９月１５日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第１６号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月６日ま
で

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月４日から９月６日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第１７号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月６日ま
で

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月４日から９月６日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。



常さけ・ます定第１８号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月６日ま
で

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月４日から９月６日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

常さけ・ます定第１９号 川口和良ほか125名 北見市常呂町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月６日ま
で

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は２個以下でなければなりません。
（２） ９月４日から９月６日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第１号 大髙義則ほか6名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第２号 元角文雄ほか117名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第３号 菅野洋一ほか2名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第４号 元角文雄ほか117名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第５号 花田満ほか7名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第６号 花田満ほか7名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第７号 元角文雄ほか117名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第８号 元角文雄ほか117名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第９号 中村元ほか3名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第１０号 花田満ほか7名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第１１号 大髙義則ほか6名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第１２号 元角文雄ほか117名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第１３号 大髙義則ほか6名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第１４号 大髙義則ほか6名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第１５号 元角文雄ほか117名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第１６号 花田満ほか7名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第１７号 元角文雄ほか117名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第１８号 長井渉ほか3名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第１９号 長井渉ほか3名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。



網さけ・ます定第２０号 元角文雄ほか117名 網走市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第２１号 元角文雄ほか117名 斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第２２号 櫻庭博喜ほか1名 斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第２３号 長井寿公ほか1名 斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第２４号 日下部正幸ほか1名 斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第２５号 元角文雄ほか117名 斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

網さけ・ます定第２６号 元角文雄ほか117名 斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第１号 斜里日の出漁業生産
組合

斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第２号 斜里日の出漁業生産
組合

斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第３号 有限会社北洋共同漁
業部

斜里郡小清水町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第４号 有限会社北洋共同漁
業部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第５号 豊洋水産有限会社 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第６号 豊洋水産有限会社 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第７号 合同会社齊藤漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第８号 合同会社齊藤漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第９号 大和漁業有限会社 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第１０号 大和漁業有限会社 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第１１号 合同会社和田漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第１２号 合同会社和田漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第１３号 斜里合同水産有限会
社

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第１４号 斜里合同水産有限会
社

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。



斜さけ・ます定第１５号 合同会社和田漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第１６号 合同会社和田漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第１７号 有限会社北斗漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第１８号 有限会社北斗漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第１９号 有限会社北斗漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第２０号 有限会社北斗漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第２１号 有限会社北斗漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第２２号 有限会社北斗漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第２３号 斜里真鯉漁業生産組
合

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第２４号 斜里真鯉漁業生産組
合

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第２５号 斜里真鯉漁業生産組
合

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第２６号 有限会社共営漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第２７号 有限会社共営漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第２８号 有限会社斜里拾参号
漁業部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第２９号 有限会社斜里拾参号
漁業部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第３０号 斜里漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第３１号 斜里漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第３２号 アウンモイ漁業有限会
社

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第３３号 アウンモイ漁業有限会
社

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第３４号 有限会社豊慶漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

斜さけ・ます定第３５号 有限会社豊慶漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。



斜さけ・ます定第３６号 ホロモイ漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第１号 有限会社三うろこ漁業
部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第２号 有限会社三うろこ漁業
部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第３号 有限会社三うろこ漁業
部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第４号 有限会社新生漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第５号 有限会社新生漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第６号 圓子鉄男ほか1名 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１３日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１３日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第７号 圓子鉄男ほか1名 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１３日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月１１日から９月１３日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第８号 有限会社新生漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第９号 有限会社今井共同漁
業部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第１０号 有限会社今井共同漁
業部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第１１号 有限会社今井共同漁
業部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第１２号 有限会社イタシベ漁業
部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第１３号 有限会社イタシベ漁業
部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第１４号 有限会社イタシベ漁業
部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第１５号 有限会社協和漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第１６号 有限会社協和漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第１７号 有限会社協和漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第１８号 有限会社睦漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第１９号 有限会社睦漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第２０号 有限会社睦漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。



宇さけ・ます定第２１号 有限会社睦漁業部 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第２２号 知床漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第２３号 知床漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第２４号 知床漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第２５号 有限会社貮拾参号漁
業部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第２６号 有限会社貮拾参号漁
業部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第２７号 有限会社貮拾参号漁
業部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第２８号
部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第２９号
部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第３０号
部

斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第３１号 遠音別漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第３２号 遠音別漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第３３号 オコツク漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第３４号 オコツク漁業生産組合 斜里郡斜里町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます定置漁業 ９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第３５号 オコツク漁業生産組合 斜里郡斜里町地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業

さけ・ます定置漁業
９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。

宇さけ・ます定第３６号 オコツク漁業生産組合 斜里郡斜里町地先

別紙漁場図のとおり 定置漁業

さけ・ます定置漁業
９月１日から９月１１日
まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （１） 敷設する身網の数は１個でなければなりません。
（２） ９月９日から９月１１日までの間は、漁獲してはなりません。
（３）さけ及びからふとます再生産用親魚に不足が生じる恐れがあるときは、知事
は、当該親魚の確保のために必要な措置を指示することがあります。




























































































































































































































































































































































































































































































































